
一
八
一
〇

附
属
書
四－

Ａ

繊
維
及
び
繊
維
製
品
の
品
目
別
原
産
地
規
則

第
Ａ
節

解
釈
の
た
め
の
一
般
的
注
釈

１

こ
の
附
属
書
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
解
釈
上
、
次
の
定
義
を
適
用
す
る
。

「
部
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
部
を
い
う
。

「
類
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
を
い
う
。

「
項
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
四
桁
を
い
う
。

「
号
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
六
桁
を
い
う
。

２

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
産
品
は
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
一
又
は
二
以
上
の
生
産
者
に
よ

り
非
原
産
材
料
を
用
い
て
完
全
に
生
産
さ
れ
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
原
産
品
と
す
る
。

当
該
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
個
々
の
非
原
産
材
料
が
適
用
可
能
な
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
す
場
合
又
は

(a)
当
該
産
品
が
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
加
工
の
要
件
そ
の
他
の
要
件
を
満
た
す
場
合

当
該
産
品
が
、
第
三
章
（
原
産
地
規
則
及
び
原
産
地
手
続
）
又
は
第
四
章
（
繊
維
及
び
繊
維
製
品
）
に
定
め
る
他
の
全

(b)



一
八
一
一

て
の
関
連
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合

３

こ
の
附
属
書
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
解
釈
上
、

特
定
の
項
若
し
く
は
号
又
は
一
連
の
項
若
し
く
は
号
の
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
品
目
別
原
産
地
規
則
又
は
一
連
の
品

(a)
目
別
原
産
地
規
則
は
、
次
節
（
品
目
別
原
産
地
規
則
）
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
若
し
く
は
号
又
は
一
連
の
項
若
し
く
は

号
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
規
則
と
す
る
。

類
又
は
項
の
注
は
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
各
類
の
始
め
に
掲
げ
ら
れ
、
及
び
品
目
別
原
産
地
規
則
に
照
ら
し
て
解

(b)
釈
さ
れ
、
並
び
に
品
目
別
原
産
地
規
則
に
追
加
的
な
条
件
を
課
し
、
又
は
代
わ
る
も
の
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
は
、
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。

(c)

品
目
別
原
産
地
規
則
が
統
一
シ
ス
テ
ム
の
特
定
の
材
料
を
除
外
す
る
場
合
に
は
、
当
該
品
目
別
原
産
地
規
則
は
、
産
品

(d)
が
原
産
品
と
な
る
た
め
に
、
除
外
さ
れ
た
当
該
特
定
の
材
料
が
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

と
す
る
。

一
の
産
品
が
複
数
の
要
件
を
含
む
品
目
別
原
産
地
規
則
の
対
象
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
一
の
産
品
は
、
当
該
複
数
の

(e)
要
件
を
全
て
満
た
す
と
き
に
の
み
原
産
品
と
す
る
。



一
八
一
二

単
一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
一
連
の
項
又
は
号
の
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
品
目
別
原
産
地
規
則
が

(f)
当
該
産
品
の
項
又
は
号
の
変
更
を
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
産
品
の
項
又
は
号
の
変
更
は
、
他
の
項
又
は
号
（
当
該
一
連

の
項
又
は
号
の
中
の
他
の
項
又
は
号
を
含
む
。
）
か
ら
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

こ
の
附
属
書
の
付
録
１
に
定
め
る
供
給
不
足
の
物
品
の
一
覧
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地

(g)
規
則
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

第
Ｂ
節

品
目
別
原
産
地
規
則

統
一
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
類

（
二
千
十
二
年
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ
ス
テ

品
目
別
原
産
地
規
則

ム
）

第
八
部

皮
革
及
び
毛
皮
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
容
器
並
び
に
腸
の
製
品

第
四
二
類

革
製
品
及
び
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
並
び
に
腸
の



一
八
一
三

製
品

四
二
〇
二
・
一
二

第
四
二
〇
二
・
一
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は

二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行

わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

四
二
〇
二
・
二
二

第
四
二
〇
二
・
二
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は

二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行

わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

四
二
〇
二
・
三
二

第
四
二
〇
二
・
三
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は

二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行

わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

四
二
〇
二
・
九
二

第
四
二
〇
二
・
九
二
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は

二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行

わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
一
一
部

紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
製
品



一
八
一
四

第
五
〇
類

絹
及
び
絹
織
物

五
〇
・
〇
一

－

五
〇
・
〇
二

第
五
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
〇
・
〇
三

－

五
〇
・
〇
五

第
五
〇
・
〇
三
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
〇
・
〇
六

第
五
〇
・
〇
六
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
五

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
〇
・
〇
七

第
五
〇
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
五
一
類

羊
毛
、
繊
獣
毛
、
粗
獣
毛
及
び
馬
毛
の
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の
織
物

五
一
・
〇
一

－

五
一
・
〇
二

第
五
一
・
〇
一
項
か
ら
第
五
一
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
一
・
〇
三

第
五
一
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
一
・
〇
四

－

五
一
・
〇
五

第
五
一
・
〇
四
項
か
ら
第
五
一
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更



一
八
一
五

五
一
・
〇
六

第
五
一
・
〇
六
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
七
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
〇
七

第
五
一
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
又
は
第
五
一
・
〇
八

項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
〇
八

第
五
一
・
〇
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
〇
七

項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
一
・
〇
九
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

五
一
・
〇
九

第
五
一
・
〇
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
一
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
一
〇

第
五
一
・
一
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
〇
九

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
一
一

第
五
一
・
一
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
一
・
一
二
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五

二
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三

三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま



一
八
一
六

で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
一
二

第
五
一
・
一
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
一

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
一
・
一
三
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五

四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号

ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
又

は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
一
三

第
五
一
・
一
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か

ら
第
五
五
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
二
類

綿
及
び
綿
織
物

五
二
・
〇
一

－

五
二
・
〇
三

第
五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更



一
八
一
七

五
二
・
〇
四

－

五
二
・
〇
七

第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九

号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
五
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
又
は
第
五
五
・
〇
一

項
か
ら
第
五
五
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
〇
八

第
五
二
・
〇
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
九
項
か
ら
第
五

二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三

三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま

で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五

五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
〇
九

第
五
二
・
〇
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
一
〇
項
か
ら
第
五

二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三

三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま

で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五

五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
一
〇

第
五
二
・
一
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三



一
八
一
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
九
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
一
一
項
か
ら
第
五

二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三

三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま

で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五

五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
一
一

第
五
二
・
一
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
一
二
項
、
第
五

四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号

ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か

ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
一
二

第
五
二
・
一
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）



一
八
一
九

第
五
三
類

そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
織
物
並
び
に
紙
糸
及
び
そ
の
織
物

五
三
〇
一
・
一
〇

－

五
三
〇
一
・
二
九

第
五
三
〇
一
・
一
〇
号
か
ら
第
五
三
〇
一
・
二
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

五
三
〇
一
・
三
〇

第
五
三
〇
一
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
三
・
〇
二

－

五
三
・
〇
五

第
五
三
・
〇
二
項
か
ら
第
五
三
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
三
・
〇
六

－

五
三
・
一
一

第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
五
四
類

人
造
繊
維
の
長
繊
維
並
び
に
人
造
繊
維
の
織
物
及
び
ス
ト
リ
ッ
プ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
人
造
繊
維
製
品

五
四
・
〇
一

－

五
四
・
〇
六

第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
〇
七
項
ま
で
の

各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
四
・
〇
七

第
五
四
・
〇
七
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五



一
八
二
〇

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま

で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
八
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

五
四
・
〇
八

第
五
四
・
〇
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
七
項
ま

で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
五
類

人
造
繊
維
の
短
繊
維
及
び
そ
の
織
物

五
五
・
〇
一

－

五
五
・
〇
二

第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

五
五
・
〇
三

第
五
五
・
〇
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
又
は
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
五
・
〇
〇
号
ま
で
の
各

号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）



一
八
二
一

五
五
・
〇
四

－

五
五
・
〇
五

第
五
五
・
〇
四
項
か
ら
第
五
五
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
・
〇
六

－

五
五
・
一
一

第
五
五
・
〇
六
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
又
は
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か

ら
第
五
四
〇
五
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
一
二
・
一
一

－

五
五
一
二
・
二
一

第
五
五
一
二
・
一
一
号
か
ら
第
五
五
一
二
・
二
一
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項

ま
で
の
各
項
、
第
五
五
一
二
・
二
九
号
か
ら
第
五
五
一
二
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
又
は
第
五
五
・
一
三
項

か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
一
二
・
二
九

第
五
五
一
二
・
二
九
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
〇
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第



一
八
二
二

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
一
二
・
一
一
号
か
ら

第
五
五
一
二
・
二
一
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
五
一
二
・
九
一
号
か
ら
第
五
五
一
二
・
九
九
号
ま
で
の
各
号

又
は
第
五
五
・
一
三
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
一
二
・
九
一

－

五
五
一
二
・
九
九

第
五
五
一
二
・
九
一
号
か
ら
第
五
五
一
二
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項

ま
で
の
各
項
、
第
五
五
一
二
・
一
一
号
か
ら
第
五
五
一
二
・
二
九
号
ま
で
の
各
号
又
は
第
五
五
・
一
三
項

か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
・
一
三

第
五
五
・
一
三
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
一
四
項
か
ら
第
五

五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）



一
八
二
三

五
五
・
一
四

第
五
五
・
一
四
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
一
五
項
か
ら
第
五

五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
・
一
五

第
五
五
・
一
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
四
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
一
六
項
の
材
料
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
・
一
六

第
五
五
・
一
六
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）



一
八
二
四

第
五
六
類

ウ
ォ
ッ
デ
ィ
ン
グ
、
フ
ェ
ル
ト
、
不
織
布
及
び
特
殊
糸
並
び
に
ひ
も
、
綱
及
び
ケ
ー
ブ
ル
並
び
に
こ
れ
ら
の
製

品

五
六
・
〇
一

－

五
六
・
〇
四

第
五
六
・
〇
一
項
か
ら
第
五
六
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
六
・
〇
五

第
五
六
・
〇
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
六
・
〇
六

第
五
六
・
〇
六
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま



一
八
二
五

で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
六
〇
七
・
二
一

－

五
六
〇
七
・
二
九

第
五
六
〇
七
・
二
一
号
か
ら
第
五
六
〇
七
・
二
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

五
六
〇
七
・
四
一

－

五
六
〇
七
・
九
〇

第
五
六
〇
七
・
四
一
号
か
ら
第
五
六
〇
七
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

五
六
・
〇
八

第
五
六
・
〇
八
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
五
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
〇
六
項
か
ら
第
五

三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
三
・
一
〇
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
二
・
三

一
号
か
ら
第
五
四
〇
二
・
六
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
、
第
五
四
・
〇
六
項
か
ら
第
五
四
・

〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
〇
一
・
二
〇
号
か
ら
第
五
五
〇
一
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
五
〇

三
・
二
〇
号
か
ら
第
五
五
〇
三
・
四
〇
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
五
・
〇
五
項
、
第
五
五
〇
六
・
二
〇
号
か

ら
第
五
五
〇
六
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
又
は
第
五
五
・
〇
九
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材

料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）



一
八
二
六

五
六
・
〇
九

第
五
六
・
〇
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
六
・
〇
〇
号
ま
で
の
各
号
又
は
第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
一
一
項

ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
七
類

じ
ゅ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物

五
七
・
〇
一

－

五
七
・
〇
五

第
五
七
・
〇
一
項
か
ら
第
五
七
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
五
八
類

特
殊
織
物
、
タ
フ
テ
ッ
ド
織
物
類
、
レ
ー
ス
、
つ
づ
れ
織
物
、
ト
リ
ミ
ン
グ
及
び
し
し
ゅ
う
布

五
八
・
〇
一

－

五
八
・
〇
三

第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）



一
八
二
七

五
八
〇
四
・
一
〇

第
五
八
〇
四
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
八
〇
四
・
二
一

－

五
八
〇
四
・
三
〇

第
五
八
〇
四
・
二
一
号
か
ら
第
五
八
〇
四
・
三
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更

五
八
・
〇
五

－

五
八
・
一
一

第
五
八
・
〇
五
項
か
ら
第
五
八
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
九
類

染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆
し
又
は
積
層
し
た
紡
織
用
繊
維
の
織
物
類
及
び
工
業
用
の
紡
織
用
繊
維
製
品

五
九
・
〇
一

第
五
九
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第



一
八
二
八

五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
九
・
〇
二

第
五
九
・
〇
二
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

五
九
・
〇
三

－

五
九
・
〇
八

第
五
九
・
〇
三
項
か
ら
第
五
九
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の

各
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
九
・
〇
九

第
五
九
・
〇
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
九
・
一
〇

第
五
九
・
一
〇
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら



一
八
二
九

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）

五
九
・
一
一

第
五
九
・
一
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
七
項
か
ら
第
五

四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）

第
六
〇
類

メ
リ
ヤ
ス
編
物
及
び
ク
ロ
セ
編
物

六
〇
〇
一
・
一
〇

第
六
〇
〇
一
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
類
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇

三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四

九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
五
五
類
の
材
料
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

六
〇
〇
一
・
二
一

－

六
〇
〇
一
・
九
九

第
六
〇
〇
一
・
二
一
号
か
ら
第
六
〇
〇
一
・
九
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
類
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第



一
八
三
〇

五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項

ま
で
の
各
項
、
第
五
五
類
又
は
第
五
六
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

六
〇
・
〇
二

－

六
〇
・
〇
六

第
六
〇
・
〇
二
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
類
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇

二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・

四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
五
類
又
は
第
五
六
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
六
一
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

類
注
１

こ
の
類
の
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
る
規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と

し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
注
２

類
注
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
類
の
産
品
で
あ
っ
て
、
第
五
八
〇
六
・
二
〇
号
又
は
第
六



一
八
三
一

〇
・
〇
二
項
の
生
地
を
含
む
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
生
地
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お

い
て
作
ら
れ
、
か
つ
、
仕
上
げ
ら
れ
た
糸
か
ら
作
ら
れ
、
か
つ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
原
産

品
と
す
る
。

類
注
３

類
注
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
類
の
産
品
で
あ
っ
て
、
第
五
二
・
〇
四
項
、
第
五
四
・
〇
一

項
若
し
く
は
第
五
五
・
〇
八
項
の
縫
糸
又
は
縫
糸
と
し
て
使
用
さ
れ
る
第
五
四
・
〇
二
項
の
糸
を
含
む

も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
縫
糸
が
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
作
ら
れ
、
か
つ
、
仕
上
げ

ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
原
産
品
と
す
る
。

六
一
・
〇
一

－

六
一
・
〇
九

第
六
一
・
〇
一
項
か
ら
第
六
一
・
〇
九
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
六
・
〇
六
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し

く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る



一
八
三
二

こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
一
〇
・
一
一

第
六
一
一
〇
・
一
一
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第

六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以

上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ

れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
一
〇
・
一
二

－

六
一
一
〇
・
一
九

第
六
一
一
〇
・
一
二
号
か
ら
第
六
一
一
〇
・
一
九
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項

ま
で
の
各
項
、
第
五
六
・
〇
六
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断

さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立

て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。



一
八
三
三

六
一
一
〇
・
二
〇

第
六
一
一
〇
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第

六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以

上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ

れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
一
〇
・
三
〇

第
六
一
一
〇
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
三
項
、
第
五
五
〇
六
・
三
〇
号
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六

項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は

特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
。



一
八
三
四

六
一
一
〇
・
九
〇

第
六
一
一
〇
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
六
・
〇
六
項
又
は
第
六

〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産

品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は

そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
一
一
・
二
〇

第
六
一
一
一
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第

六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以

上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ

れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
一
一
・
三
〇

第
六
一
一
一
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は

二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行



一
八
三
五

わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
一
一
・
九
〇

第
六
一
一
一
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
六
・
〇
六
項
又
は
第
六

〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産

品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は

そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
・
一
二

－

六
一
・
一
四

第
六
一
・
一
二
項
か
ら
第
六
一
・
一
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
六
・
〇
六
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し

く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る

こ
と
を
条
件
と
す
る
。



一
八
三
六

六
一
・
一
五

第
六
一
・
一
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六

〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上

の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、

か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
一
・
一
六

－

六
一
・
一
七

第
六
一
・
一
六
項
か
ら
第
六
一
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
六
・
〇
六
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し

く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る

こ
と
を
条
件
と
す
る
。



一
八
三
七

第
六
二
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
を
除
く
。
）

類
注
１

こ
の
類
の
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
る
規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と

し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
注
２

類
注
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
類
の
産
品
で
あ
っ
て
、
第
五
八
〇
六
・
二
〇
号
又
は
第
六

〇
・
〇
二
項
の
生
地
を
含
む
も
の
（
第
六
二
一
二
・
一
〇
号
の
産
品
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
よ
う
な
生

地
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
作
ら
れ
、
か
つ
、
仕
上
げ
ら
れ
た
糸
か
ら
作
ら

れ
、
か
つ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
原
産
品
と
す
る
。

類
注
３

類
注
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
類
の
産
品
で
あ
っ
て
、
第
五
二
・
〇
四
項
、
第
五
四
・
〇
一

項
若
し
く
は
第
五
五
・
〇
八
項
の
縫
糸
又
は
縫
糸
と
し
て
使
用
さ
れ
る
第
五
四
・
〇
二
項
の
糸
を
含
む

も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
縫
糸
が
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
作
ら
れ
、
か
つ
、
仕
上
げ

ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
原
産
品
と
す
る
。



一
八
三
八

類
注
４

こ
の
附
属
書
に
規
定
す
る
繊
維
又
は
繊
維
製
品
に
関
す
る
品
目
別
原
産
地
規
則
に
か
か
わ
ら
ず
、
日

本
の
伝
統
的
な
衣
類
で
あ
る
着
物
又
は
日
本
の
伝
統
的
な
衣
類
附
属
品
で
あ
る
帯
に
つ
い
て
は
、
次
の

要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
原
産
品
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約

国
の
領
域
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
生
地
か
ら
作
ら
れ
、
及
び
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い

て
裁
断
さ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
、
又
は
仕
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

女
子
用
の
着
物

こ
の
類
の
規
定
の
適
用
上
、
女
子
用
の
着
物
と
は
、
身
体
を
包
む
よ
う
に
し
て
着
用
さ
れ
、
通
常
は

帯
と
呼
ば
れ
る
幅
の
広
い
ひ
も
で
固
定
さ
れ
る
衣
類
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を

い
う
。

第
六
二
〇
八
・
九
九
号
に
分
類
さ
れ
る
下
着
類
又
は
第
六
二
一
一
・
四
九
号
に
分
類
さ
れ
る
外

(a)
衣
類絹

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
織
物
を
五
以
上
の
各
部
分
に
裁
断
し
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
、
及
び
縫
い

(b)
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の



一
八
三
九

背
中
心
と
袖
口
と
の
間
の
幅
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

(c)
も
の袖

が
胴
体
の
側
面
に
完
全
に
は
取
り
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
袖
の
胴
体
側
が
縫
い
閉
じ

(d)
ら
れ
て
い
な
い
も
の

男
子
用
の
着
物

こ
の
類
の
規
定
の
適
用
上
、
男
子
用
の
着
物
と
は
、
身
体
を
包
む
よ
う
に
し
て
着
用
さ
れ
、
通
常
は

帯
と
呼
ば
れ
る
幅
の
広
い
ひ
も
で
固
定
さ
れ
る
衣
類
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を

い
う
。

第
六
二
〇
七
・
九
九
号
に
分
類
さ
れ
る
下
着
類
又
は
第
六
二
一
一
・
三
九
号
に
分
類
さ
れ
る
外

(a)
衣
類絹

が
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
織
物
を
五
以
上
の
各
部
分
に
裁
断
し
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
、
及
び
縫
い

(b)
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の

背
中
心
と
袖
口
と
の
間
の
幅
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の

(c)



一
八
四
〇

も
の袖

が
胴
体
の
側
面
に
ほ
ぼ
完
全
に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
袖
の
胴
体
側
が
縫
い
閉
じ

(d)
ら
れ
て
い
る
も
の

帯
（
第
六
二
・
一
七
項
）

こ
の
類
の
規
定
の
適
用
上
、
帯
と
は
、
着
物
の
上
か
ら
巻
か
れ
、
及
び
結
ば
れ
、
並
び
に
幅
の
広
い

ひ
も
と
し
て
使
用
さ
れ
る
衣
類
附
属
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

第
六
二
一
七
・
一
〇
号
又
は
第
六
二
一
七
・
九
〇
号
に
分
類
さ
れ
る
も
の

(a)

長
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
、
幅
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
七

(b)
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

二
枚
の
異
な
る
絹
織
物
を
合
わ
せ
、
及
び
縫
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
袋
状
に
し
た
も
の
又
は

(c)
一
枚
の
絹
織
物
を
半
分
に
折
り
、
及
び
縫
い
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
袋
状
に
し
た
も
の

長
方
形
の
も
の

(d)

着
物
と
共
に
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の

(e)



一
八
四
一

六
二
・
〇
一

－

六
二
・
〇
八

第
六
二
・
〇
一
項
か
ら
第
六
二
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国

の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫

い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
二
〇
九
・
二
〇

第
六
二
〇
九
・
二
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五

八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若

し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ

る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。



一
八
四
二

六
二
〇
九
・
三
〇

第
六
二
〇
九
・
三
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は

二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行

わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
二
〇
九
・
九
〇

第
六
二
〇
九
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五

八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若

し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ

る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
二
・
一
〇

－

六
二
・
一
一

第
六
二
・
一
〇
項
か
ら
第
六
二
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各



一
八
四
三

項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六

項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国

の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫

い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
二
一
二
・
一
〇

第
六
二
一
二
・
一
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は

二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行

わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
二
一
二
・
二
〇

－

六
二
一
二
・
九
〇

第
六
二
一
二
・
二
〇
号
か
ら
第
六
二
一
二
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の

変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら

第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項

ま
で
の
各
項
、
第
五
六
・
〇
六
項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六

〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産

品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は

そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
二
・
一
三

－

六
二
・
一
七

第
六
二
・
一
三
項
か
ら
第
六
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第



一
八
四
四

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
六
・
〇
六
項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項

か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又

は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が

行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
六
三
類

紡
織
用
繊
維
の
そ
の
他
の
製
品
、
セ
ッ
ト
、
中
古
の
衣
類
、
紡
織
用
繊
維
の
中
古
の
物
品
及
び
ぼ
ろ

類
注
１

こ
の
類
の
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
る
規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す
る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と

し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
規
則
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
注
２

類
注
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
類
の
産
品
で
あ
っ
て
、
第
五
二
・
〇
四
項
、
第
五
四
・
〇
一

項
若
し
く
は
第
五
五
・
〇
八
項
の
縫
糸
又
は
縫
糸
と
し
て
使
用
さ
れ
る
第
五
四
・
〇
二
項
の
糸
を
含
む



一
八
四
五

も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
縫
糸
が
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
完
全
に
作
ら
れ
た
場
合
に

限
り
、
原
産
品
と
す
る
。

六
三
・
〇
一

－

六
三
・
〇
四

第
六
三
・
〇
一
項
か
ら
第
六
三
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
三
項
、
第
五
五
〇
六
・
三
〇
号
、
第
五

五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
〇
二
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
九
・
〇
三
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し

く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る

こ
と
を
条
件
と
す
る
。

六
三
・
〇
五

第
六
三
・
〇
五
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五

四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四

〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま

で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・



一
八
四
六

〇
二
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く

は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ

と
を
条
件
と
す
る
。

六
三
・
〇
六

－

六
三
・
一
〇

第
六
三
・
〇
六
項
か
ら
第
六
三
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第

五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の

各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇

三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五

四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各

項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五
八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
九
・
〇
三
項
又
は
第
六
〇
・
〇
一
項

か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又

は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が

行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
一
二
部

履
物
、
帽
子
、
傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
調
製
羽
毛
、
羽
毛
製
品
、

造
花
並
び
に
人
髪
製
品

第
六
六
類

傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品



一
八
四
七

六
六
・
〇
一

第
六
六
・
〇
一
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
一
三
部

石
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
セ
メ
ン
ト
、
石
綿
、
雲
母
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
製
品
、
陶
磁
製
品
並
び
に
ガ
ラ

ス
及
び
そ
の
製
品

第
七
〇
類

ガ
ラ
ス
及
び
そ
の
製
品

七
〇
・
一
九

第
七
〇
・
一
九
項
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更

第
二
〇
部

雑
品

第
九
四
類

家
具
、
寝
具
、
マ
ッ
ト
レ
ス
、
マ
ッ
ト
レ
ス
サ
ポ
ー
ト
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
詰
物
を
し
た

物
品
並
び
に
ラ
ン
プ
そ
の
他
の
照
明
器
具
（
他
の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

サ
イ
ン
、
発
光
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
並
び
に
プ
レ
ハ
ブ
建
築
物

九
四
〇
四
・
九
〇

第
九
四
〇
四
・
九
〇
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・

一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら

第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第



一
八
四
八

五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八

項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
・
〇
八
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
八
・
〇
一
項
か
ら
第
五

八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
、
第
六
三
・
〇
一
項

か
ら
第
六
三
・
〇
四
項
ま
で
の
各
項
又
は
第
六
三
〇
七
・
九
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た

だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状

に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す

る
。

第
九
六
類

雑
品

九
六
・
一
九

第
九
六
・
一
九
項
の
産
品
（
紡
織
用
繊
維
の
ウ
ォ
ッ
デ
ィ
ン
グ
製
の
も
の
）
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら

の
変
更
（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一

二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か

ら
第
五
四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各

号
、
第
五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
類
か
ら
第
五
六
類
ま
で
の
各
類
又

は
第
六
一
類
か
ら
第
六
二
類
ま
で
の
各
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
九
六
・
一
九
項
の
産
品
（
乳
児
用
の
お
む
つ
及
び
お
む
つ
中
敷
き
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で

合
成
繊
維
製
の
も
の
）
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
（
第
六
一
類
か
ら
第
六
二
類
ま
で
の
各
類
の
材

料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、

裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま
れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組



一
八
四
九

み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
九
六
・
一
九
項
の
産
品
（
紡
織
用
繊
維
製
の
そ
の
他
の
も
の
）
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更

（
第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま

で
の
各
項
、
第
五
四
・
〇
一
項
か
ら
第
五
四
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
四
〇
三
・
三
三
号
か
ら
第
五

四
〇
三
・
三
九
号
ま
で
の
各
号
、
第
五
四
〇
三
・
四
二
号
か
ら
第
五
四
〇
三
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
、
第

五
四
・
〇
四
項
か
ら
第
五
四
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
五
類
、
第
五
六
・
〇
六
項
、
第
五
八
・
〇
一

項
か
ら
第
五
八
・
〇
二
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
九
・
〇
三
項
、
第
六
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
六
〇
・
〇
六
項

ま
で
の
各
項
又
は
第
六
一
類
か
ら
第
六
二
類
ま
で
の
各
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、

当
該
産
品
が
、
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
若
し
く
は
特
定
の
形
状
に
編
ま

れ
又
は
そ
の
両
方
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注

第
九
六
・
一
九
項
の
産
品
（
繊
維
材
料
の
も
の
を
除
く
。
）
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
つ
い
て

は
、
附
属
書
三－

Ｄ
（
品
目
別
原
産
地
規
則
）
を
参
照
す
る
こ
と
。


